
５
月
の
断
水
事
故
の
原
因
は
50

年
前
の
硬
質
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
管
の

破
裂
で
あ
っ
た
が
、
断
水
箇
所
に
工

事
予
定
は
な
か
っ
た
。
事
業
の
先
延

ば
し
政
策
の
結
果
で
は
な
い
か
。

令
和
５
年
度
ま
で
の
計
画
期
間

内
に
は
更
新
予
定
は
な
く
、
先
延
ば

し
し
た
結
果
で
は
な
い
。

北
館
は
解
体
し
駐
車
場
に
す
る

予
定
で
は
な
か
っ
た
の
か
。　

庁
舎
北
館
解
体
整
備
事
業
は
、

令
和
５
年
度
当
初
予
算
に
計
上
す
る

よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
。

公
園
は
本
個
別
計
画
で
の
扱
い

が
未
定
と
な
っ
て
い
る
が
な
ぜ
か
。

公
共
施
設
個
別
施
設
計
画
は
公

共
建
築
物
に
係
る
計
画
で
あ
る
た
め
、

イ
ン
フ
ラ
資
産
で
あ
る
公
園
は
対
象

施
設
外
で
あ
る
。
公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
の
中
で
公
園
の
個
別
計
画

が
未
定
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
管
理

対
象
施
設
で
あ
る
ト
イ
レ
や
あ
ず
ま

や
は
維
持
管
理
計
画
が
策
定
さ
れ
て

い
る
た
め
、
個
別
施
設
計
画
の
形
式

に
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
か
を
検
討

し
て
い
る
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

小
松
洗
橋
の
完
成
予
定
が
令
和

15
年
以
降
な
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、

地
元
住
民
説
明
会
を
傍
聴
し
た
際
、

令
和
５
年
度
か
ら
令
和
15
年
度
ま
で

区
域
を
分
け
て
事
業
を
進
め
て
い
く

と
説
明
が
あ
っ
た
。
補
償
調
査
や
用

地
補
償
、
道
路
の
改
良
な
ど
に
10
年

か
か
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
。

ま
た
は
、
法
的
に
早
く
で
き
な
い
理

由
が
あ
る
の
か
。

小
松
洗
橋
の
供
用
開
始
は
、
令

和
15
年
度
以
降
で
は
な
く
令
和
13
年

度
を
目
指
し
て
事
業
を
進
め
て
い
る
。

橋
に
関
し
て
の
工
事
を
安
全
に
実
施

し
、
大
雨
の
と
き
に
河
川
工
事
を
し

て
い
て
河
川
が
切
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
な
い
よ
う
に
実
施
す
る
こ
と
を
考

慮
し
た
工
期
が
必
要
で
あ
り
、
最
短

で
も
令
和
13
年
度
に
完
成
予
定
と
考

え
て
い
る
。
小
松
洗
橋
以
外
の
工
事

を
含
め
た
全
体
の
工
事
施
工
期
間
は
、

令
和
15
年
度
ま
で
と
示
し
て
い
る
。

菊
川
市
保
育
士
バ
ン
ク
の
募
集

状
況
で
は
、
朝
夕
の
時
間
帯
の
募
集

は
あ
る
か
。
ま
た
、
実
際
に
朝
夕
の

時
間
帯
で
マ
ッ
チ
ン
グ
し
た
事
例
は

あ
る
か
。

朝
夕
の
時
間
帯
の
み
で
募
集
や

登
録
は
行
っ
て
い
な
い
。
今
後
、
登

録
す
る
段
階
で
朝
夕
の
ス
ポ
ッ
ト
募

集
や
登
録
が
行
え
る
よ
う
進
め
て
い

く
。

「
保
育
補
助
者
雇
上
強
化
事
業
」

は
、
保
育
補
助
者
の
雇
い
上
げ
に
必

要
な
費
用
を
補
助
す
る
も
の
で
あ
り
、

事
業
を
導
入
し
、
子
育
て
支
援
員
の

雇
用
を
強
化
す
る
こ
と
で
朝
夕
の
保

育
人
材
確
保
に
つ
な
が
る
と
考
え
る

が
方
針
は
。

「
保
育
補
助
者
雇
上
強
化
事
業
」

等
は
、
類
似
の
貸
付
制
度
と
の
比
較

や
保
育
所
等
か
ら
の
意
見
や
要
望
な

ど
を
確
認
し
検
討
し
て
い
く
。

「
保
育
士
宿
舎
借
り
上
げ
支
援

事
業
」
は
、
保
育
士
宿
舎
の
借
り
上

げ
費
用
を
補
助
す
る
も
の
。
こ
の
事

業
は
保
育
士
確
保
の
大
き
な
ア
ド
バ

ン
テ
ー
ジ
に
な
る
た
め
、
導
入
を
検

討
す
べ
き
と
考
え
る
が
方
針
は
。

「
保
育
士
宿
舎
借
り
上
げ
支
援

事
業
」
の
本
市
の
実
情
は
、
家
か
ら

通
え
る
範
囲
で
の
勤
務
地
選
択
が
多

い
こ
と
、
ま
た
、
保
育
事
業
者
に
も

一
定
の
負
担
が
か
か
る
こ
と
か
ら
実

施
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ

禍
で
若
者
の
働
き
方
に
関
す
る
意
識

が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
た
め
、
そ

の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

　
他
に
「
ふ
る
さ
と
納
税
の
使
い
道
」、

「
屋
内
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
構
想
」

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

公
共
施
設
個
別
施
設
計
画
の
疑
問
と
財
政
を
問
う

織
部　
光
男
（
無
所
属
）

「
保
育
士
不
足
の
解
消
」
実
現
を

渥
美　
嘉
樹
（
み
ど
り
21
）

10　菊川市議会だより 議会のひろば


